令和８年度高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業業務委託仕様書

１　業務名
　　　令和８年度高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業

２　業務内容に関する事項
（1） 業務の目的
　高齢者が生涯にわたって健康で、住み慣れた地域で社会とのつながりを保ちつつ、健康寿命を延ばすことができるよう、次に掲げる取り組みの実施により、生活習慣病等の疾病予防・重症化予防とフレイル対策等の介護予防を一体的に実施し、高齢者一人ひとりに対して効果的な支援を行う。
（2） 業務内容
　　　下記業務の事業から選択して実施。また、業務遂行に必要な会議等への参加を含む。
1  高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）
町から提供のあった下記対象者に対し、初回、訪問等により下記対象者の健康状態の把握、必要な支援を行う。不在等の理由により面談がかなわない場合は、再度、訪問か電話等により実施する。
初回訪問後のアセスメントを実施した結果、継続支援や医療・介護予防事業等への接続状況の確認が必要な場合は、町と協議することとする。
　　ア　健康状態不明者
健康状態が不明な高齢者に対して医療専門職がアウトリーチによる支援を行うことで、健康状態や心身機能を把握し、相談・支援を実施する。
　 また、必要に応じて、健康診査・医療機関の受診勧奨、介護サービスの利用勧奨や通いの場等への参加勧奨をすることで、町民の健康維持・フレイル予防を通じた、健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
イ　重症化予防者（コントロール不良者）
高血圧、高血糖、腎機能低下等で生活習慣病の重症化のおそれがある高齢者に対して医療専門職がアウトリーチによる支援を行うことで、血圧・血糖等のコントロール不良な者を確実に把握し医療機関受診につなげ、町民の生活習慣病の重症化予防を図ることを目的とする。
ウ　口腔機能低下・低栄養・フレイル予防対象者
咀嚼や嚥下機能の低下、低栄養やフレイル傾向にある高齢者に対して、医療専門職がアウトリーチによる支援を行うことで、町民の健康維持・フレイル予防を通じた健康寿命の延伸を図ることを目的とする。
2  通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）
通いの場等において、ＫＤＢシステム等により把握した地域の健康課題をもとに、次に掲げる取組を実施する。
　ア　通いの場等において、フレイル予防等の普及啓発活動や運動・栄養・口腔等のフレイル予防などの健康教育・健康相談を実施する。
イ　通いの場等において、後期高齢者の質問票を活用するなど、フレイル状態にある高齢者等を把握し、低栄養や筋力低下等の状態に応じた保健指導や生活機能向上に向けた支援等を行う。また、状況に応じて身長、体重、血圧等の測定や握力等の体力測定を実施し、参加した高齢者の全身状態の把握に努める。
ウ　高齢者の健康に関する相談や不安等について日常的に気軽に相談が行える環境づくりを行い、より多くの高齢者の健康づくりに寄与する取り組みを行う。また、必要に応じて、フレイル予防の普及啓発活動や介護予防の通いの場等への参加勧奨を行う。

３　委託期間
契約日から令和９年３月３１日

４　委託業務対象者
1 高齢者に対する個別的支援（ハイリスクアプローチ）
町内に在住する奈良県後期高齢者医療被保険者のうち、ＫＤＢシステム等から抽出し、町の計画書の基準により絞り込んだ者
2 通いの場等への積極的な関与等（ポピュレーションアプローチ）
通いの場の他、高齢者が日常的に立ち寄る機会の多い生活拠点や地域のイベント等の参加者を含む

５　業務従事者
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士、歯科衛生士等医療専門職

６　業務に関する条件等
訪問対象者、実施場所への交通費、電話料金は、受託者負担とする。
受託者は、相談や支援の経過等の記録を作成し、保管、提出する体制を整えておくものとする。
この仕様書に定めのない事項については、協議のうえ定めるものとする。
